
新端末導入 審決のパソコン

起案開始

●はじめに

意匠制度・意匠行政は平成元年に施行1 0 0周年を迎え

たが、その後も約4 0年ぶりの意匠法改正（平成1 1年施

行改正意匠法）をはじめ、審査の早期化、審査周辺シス

テムの機械化、電子出願の導入、国際化への対応等、

様々な施策によって大きく変化し、また知財環境へも変

化をもたらしてきた。

意匠を取り巻くこの約1 5年間の特許庁施策を振り返る

にあたり、「法律・基準」「ペーパーレス・機械化」「審

査・審判」「国際関係」の４つのカテゴリで総括を作成し、

合わせて年表を付して、変化を捉える材料としたい。

● 法律・基準

昭和3 4年意匠法制定以降、我が国のデザイン開発は

大きくレベルアップする一方、デザイン開発の多様化、

精巧な模倣品の増加等、従来の意匠制度では対応できな

い場合があった。こうした社会情勢の変化を受けて、現

代のデザイン開発の実態に即応した法的保護を実現する

ため、昭和6 3年に特許庁内に意匠制度検討委員会、平

成6年9月に意匠制度ラウンドテーブル、平成8年1 0月

に社団法人日本デザイン保護協会（J D P）内に意匠制度

検討特別委員会、平成9年4月に工業所有権審議会法制

部会意匠小委員会を設置し、検討を重ねた。平成9年1 2
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平成6年9月に河本特許庁審査第一部長（当

時）が主宰する懇親会として、満田重昭千

葉大学法学部教授（当時）座長以下、庁内

外の意匠関係有識者により構成。デザイン

活動の実体と意匠保護のあり方に関する要

請を的確に把握し、それらに対応した魅力

ある意匠制度のあり方、及び今後の意匠行

政の方向性について検討することを目的と

して設置された委員会。報告書「魅力ある

意匠制度の確立に向けて」

意匠制度ラウンドテーブル

「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン―基本編―」作成・公表

「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン

―基本編―（改訂版）」作成・公表

「液晶表示等に関するガイドライン」公表

意匠総合DBサービス開始、全意匠公報の照会サービス開始

審査室単位での機械化開始

総合意匠システムの実用化、6分野で機械化サーチ開始

CD-ROM公告公報発行開始
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月に工業所有権審議会総会において答申「意匠制度の見

直しについて」が発表されると、創造的デザインの保護

（広く強い権利）の実現、国際化時代への対応、利用者

の使いやすさの向上、早期保護等ができる制度が求めら

れ、意匠制度を法制度・運用の両面から総合的かつ抜本

的に見直す必要があるとの結論を得た。以上の経緯を経

て平成1 0年5月に意匠法が改正され、平成1 1年1月1日

に施行された。

改正意匠法の主な特徴は、意匠登録の要件に関する

ものとして「創作容易性水準の引き上げ」、「部分意匠

等の保護導入」、「類似意匠制度の廃止と関連意匠制度

の創設」等があげられ、さらに意匠の表現方法の多様

化に関するものとして、「願書・図面記載要件の多様化、

簡素化」、「特徴記載制度の導入」等があげられる。こ

の改正意匠法の普及に際しては、意匠審査基準及び意

匠審査便覧の再編・公表、オンライン出願のガイドラ

イン改訂等を行い、周知を図っている。また、未保護

領域への対応としては、物品を離れた画像デザインの

保護ニーズや諸外国の状況等を調査検討するとともに、

平成1 4年2月に「液晶表示等に関するガイドライン」

〔部分意匠対応版〕を公表し、現行意匠法における機器

の液晶等表示部に表示される図形等の取り扱いについ

て説明している。

● ペーパーレス・機械化

意匠ペーパーレス計画は「審査実務効率の向上」、「審

査資料の増大に対応する資料整備負担の軽減と資料保

管スペースの削減」、「特許庁内外の意匠登録出願の事

務効率の効率化」、「意匠情報サービスの充実」の4つを

柱とした昭和5 9年度の基本計画策定以来、平成1 2年の

意匠電子出願サービスの開始を節目に、現在も進めら

れている。

具体的には意匠検索システムと意匠ペーパーレスシス

テムの構築があげられるが、意匠検索システムは資料の

電子データ化、検索ソフト・ハードの構築、検索用記号

の作成等によって効率的な審査をはかるものであって、

平成1 0年度以降、全審査室で稼働している。また、意

匠ペーパーレスシステムは出願から登録、公報発行まで

の一貫した業務処理のペーパーレス化をはかるものであ

り、平成3年の総合意匠システムの実用化開始より、平

成1 2年の意匠電子出願の開始など、現在も開発が進め

られている。
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意匠制度検討特別委員会

平成9年6月より、中山信弘東京大学法学部教授を委員長として、産業界、デザイ

ン界、法曹界、弁護士会、弁理士界、学会、マスコミ等の各界より委員を選出し、

多数の検討項目について審議を行った。報告書「デザイン創造時代へ向けて」

平成8年1 0月に中山信弘東京大学法学部教授を委員長として、

産業界、法曹界、弁理士界、学会等の有識者により構成され、

社団法人日本デザイン保護協会（J D P）に設置された。報告

書「国際化時代に対応した創造的デザインの保護強化」

工業所有権審議会意匠小委員会設置

意匠法改正 改正意匠法施行 審査基準と運用基準を一本化

「意匠審査基準・意匠審査便覧」発行 「液晶表示等に関する

ガイドライン」

［部分意匠対応版］公表

特許庁ホームページ開設

総合意匠システムの分散処理移行開始

全審査室が機械化完了

無効請求事件の審決をネット上で公表開始

電子出願受付・オンライン発送開始

CD-ROM外国公報の意匠システムへの取り込み



● 審査・審判

意匠の早期保護の要請に対処するために、瑕疵のない

意匠登録出願の全件につき1年以内に設定登録をするこ

とを目標とする「意匠登録一年化計画（D R 1計画）」を

策定し、平成2年から実行した。D R 1計画は平成1 4年度

末でほぼ達成され、現在ではD R 1の安定的運用を図っ

ているところである。D R 1計画は、「審査人員の増強」

「審査事務処理の効率化」「民間能力の一層の活用」「出

願人側の的確な対応」を盛り込むべき施策としたが、具

体的には「調査員の増員」「出願ガイドラインの作成」

「2サイクル審査の導入」「民間能力（（社）日本デザイ

ン保護協会）の活用」「審査基準、審査便覧等の整備」

「早期審査・審理の実施」「F A 1 2」「S A早期化」「難件

処理委員会の設置」等の施策があげられる。

また、主に対外的な審査周辺施策として、「分類表の

改正・意匠分類検索表の作成」「参考文献の掲載」「意

匠マップの作成・公表」などが行われており、一方、

制度を広く理解してもらうために「産業財産権標準テ

キスト・意匠編」発行や意匠制度紹介ビデオの制作等

も行っている。

● 国際関係

国際化への対応としては、ヘーグ協定新アクトへの取

り組みと、途上国協力への取り組みがある。

ヘーグ協定（1 9 6 0年）は国際的な意匠の保護に関し

現在唯一機能している国際協定であるが、我が国をはじ

めとする実体審査を行う国の加盟は進んでいない。そこ

で実体審査国の加盟を促進して広域化を図ることを目的

とした、W I P Oによる新アクト草案起草の作業が開始さ

れた。1 9 9 1年以降7回の専門家委員会開催後、ヘーグ
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意匠登録出願（瑕疵のないもの）から権利発生（意匠権の

設定の登録）の期間を1年程度にするための実行計画。

分類検索表公示
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第1会期 第2会期 第3会期 第4会期 第5会期

1987年より、WIPOジャパン・トラスト・ファンドに基づく研修生の受入および専門家派遣

「意匠の国際協力に関するヘーグ協定の発展につ

いての専門家委員会」。1 9 9 1年の第１会期より、
1997年の第７会期までジュネーブで行われた。

意匠登録一年化計画実行

早期審査・早期審理試行実施 早期審査・早期審理制度改正（対象拡大・着手迅速化）

参考文献掲載開始



る我が国の意匠制度の変化とその影響を、国際的な比較

を交えて伝えていただき、また意匠制度の将来について

も述べていただいた。意匠制度の今後のあり方を考える

際にも是非参考にしていただきたい。

デザインはその時代時代のライフスタイルを目に見

える形で反映し、それゆえ保護や活用のあるべき姿も

関連産業と共に変化するものである。近年の、モノと

情報の急速なグローバル化の中で、デザイン行政・意

匠制度がどのように対応してきたのかを概観し、この

特集が意匠制度のあるべき姿を模索する一助となれば

幸いである。

＜参考資料＞

特許庁発行「意匠制度この10年の歩み」平成11年2月

（担当　加藤 綾子）
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協定ジュネーブアクト採択のための外交会議が1 9 9 9年

に開催され、我が国もその会議に参加した。

途上国協力としては、「途上国関連研修生受入」と

「途上国関連専門家派遣」を行っており、J I C Aを通じた

コース研修、セミナー開催による研修協力、W I P Oジャ

パン・トラスト・ファンドによる研修生受入協力、（財）

海外技術者研修協会を通じた（社）発明協会による民間

工業所有権関係者への研修に対する協力等を継続してい

る。専門家派遣では途上国の要請によって、意匠審査官

の短期派遣が行われ、派遣先はマレーシア、タイ、ベト

ナム、モンゴル、インドネシア等である。

● 寄稿の紹介

今号の特集の意匠周辺施策について、弁理士の吉田親

司氏からご寄稿をいただいた。意匠法改正をはじめとす
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「意匠審査の三

つの目標」決定

調査員研修W G立

ち上げ

第6会期 第7会期
外交会議

準備会合

新アクト採

択外交会議

第3回日韓意

匠審査官会合

分類改正に向けて調査開始

意匠マップの作成・公表

A I P P I・J A P A NにてE U意匠規

則成立後の調査研究

タイD I P、ベトナム特許庁

との審査協力開始

早期審査・早期審理制度改正（対象拡大）

意匠登録100万件達成

「先願待ち・審判待ち」通知の実施

審判合議体を6に増設

新口頭審理（巡回審判廷等）開始

Z審決等公報不掲載

審査・審判連携プログラム開始

全分野2サイクル審査審決FA12月の5カ年計画開始

調査員制度開始

調査員研修開始

「2 0 0 5年意匠審査基本計画」で決定した処理方針。1 .審査内

容の明確化（明確目標）のための施策、 2 .タイムリーな審査

（期間目標）のための施策、3 .コミュニケーション重視の審

査（コミュニケーション目標）のための施策、からなる。

第1回日韓意

匠審査官会合

途上国研修委員会設置

国際審判官会議開催

「ロカルノ分類対照表」発行
『「意匠の国際分類を制定するロカルノ

協定」及び日本意匠分類とロカルノ分

類との対照表』発行。同年4月に意匠公

報へのロカルノ国際分類併記開始。

第2回日韓意

匠審査官会合

第1回日欧意

匠審査官会合

意
匠

審
査
・
審
判
／
法
改
正
（
特
実
）


